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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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電動ピペットを用いた液滴の画像処理による 

体積測定方法 

Method of droplet volume measurement by image processing using an 

electric pipet 

 

1 適用範囲 

この規格は，主に電動ピペットで液滴を吐出する際に画像処理を用いて液滴の体積を測定する方法（以

下，画像処理法という。）及び校正方法について規定する。なお，電動ピペットが組み込まれた自動分注装

置にも適用可能である。 

注記 自動分注装置（automatic dispenser）とは，試料液体を一定量各ウェルに送るリキッドハンドリン

グ系，ノズルの付いたヘッド及びプレート・ラックの移動を行う搬送系，並びにこれらを制御す

るコントローラーから構成される分注作業を自動で行う装置をいう。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0970 ピストン式ピペット 

JIS Z 8103 計測用語 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS Z 8103 による。 

3.1 

液滴（droplet） 

表面張力でまとまった液体の塊 

注釈 1 液体の粒又は滴りともいう。 

3.2 

連続流（continuous flow） 

吐出口から液滴を形成せず，流体が連続的に排出される状態 

3.3 

分注（dispense） 


